
「ぎふの木づかい施設」認定要領  

 

               平成２７年１０月 ８日 県流第４００号制定  

               平成２８年 １月 ８日 県流第６４２号一部改正  

               平成２９年１２月 １日 県流第５４８号一部改正  

               令和 ４年 ７月２６日 県流第２９２号一部改正  

               令和 ６年 ３月２７日 県流第７７０号一部改正  

 

（趣旨）  

第１条 岐阜県産材を多用した施設等を「ぎふの木づかい施設」として認定すること

により、木材の良さや岐阜県産材を利用することの公益的価値を広く県民にＰＲす

る。  

 

（認定対象）  

第２条 認定の対象は、住居専用以外の施設とする。ただし、「風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律」（昭和２３年７月１０日法律第１２２号）第２条に規

定する業を営む施設は除く。  

２ 認定対象とする建物は、建築基準法（昭和２５年５月２４日法律第２０１号）第

７条に規定する検査済証の交付を受け（建築確認申請が不要な施設・地域の場合は

建築工事届を提出した施設）交付後に、同法の手続きが必要となる改造工事を行っ

ていない施設とする。  

               

（認定要件）  

第３条 認定施設は、使用する木材の７０％以上に、岐阜証明材推進制度実施要領（平

成１９年１月２４日  県流第４６３号）に規定する「ぎふ証明材」（以下、「ぎふ証

明材」という。）を使用した施設とする。  

 

（申請）  

第４条 施設の認定については申請に基づき行うこととし、施設所有者の同意があれ

ば誰でも申請を行うことができる。  

２ 申請を行おうとする者は、「ぎふの木づかい施設認定申請書」（別記様式第１号）

を、建物所在地を所管する農林事務所長に提出する。ただし、県外の施設を申請し

ようとする場合は、知事に提出する。  

３ 農林事務所長は、必要に応じて申請のあった施設の現地調査をした上、意見を付

して申請書を知事に提出する。  

（認定）  



第５条 知事は、前条第２項により申請があった建物について、第３条の要件を満た

すと認められるときは、これを認定する。認定は原則年に１回とする。  

２ 知事は、認定にあたり有識者等の意見を聴くこととする。  

３ 知事は、認定した施設の所有者に対し、認定証（別記様式第２号）を交付する。  

 

（認定台帳）  

第６条 知事は認定した建物について所在地、名称等を「ぎふの木づかい施設」認定

台帳（別記様式第３号）に搭載する。  

２ 知事は、前項の台帳を岐阜県のホームページ上で公開する。  

３ 知事は、事後に認定施設としてふさわしくない事実が明らかになった施設につい

ては、認定証を返還させ、台帳から削除する。  

 

（認定内容の掲示）  

第７条 認定を受けた施設所有者は、 第５条により交付を受けた認定証、または認定

証の内容を記した独自に作成する表示を、建物の見やすい場所に掲示するよう努め

るものとする。  

 

 

附則  

この要領は、平成２７年１０月８日より適用する。  

 

この要領は、平成２８年１月８日より適用する。  

 

 この要領は、平成２９年１２月１日より適用する。  

 

 この要領は、令和４年７月２６日より適用する。  

 

 この要領は、令和６年３月２７日より適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 



（別記様式第１号）  

 ぎふの木づかい施設認定申請書   

                       年  月  日  

 

 岐阜県知事  様 
                    申請者（推薦者）  

                                          
住所  

 
                                          氏名（団体名）          
 

                    代表者名（団体の場合のみ）  

 
  「ぎふの木づかい施設」認定要領第４条第２項の規定により、下記  

施設を申請（推薦）します。 
                                                                   

 
施設（店舗）名  

 
 

 
建物完成年月  

 
  年   月  

 
施 設 の 種 類 

 
 

 
所  在  地 

〒 - 
 

 
電 話 番 号 

 
 

 
ＦＡＸ番号 

 
 

ぎふ証明材の  
主な使用箇所  

 
 

木材使用量  
ぎふ証明材使用割合  

  
木材使用量       ｍ 3 （ A）  
ぎふ証明材使用量    ｍ 3  (B) 
ぎふ証明材使用率     ％  （ B/Ａ *100）  
使用樹種  

 

 

施設所有者の同意  

 

(申請者と施設所有者  

が同一の場合は署名・  

押印不要 )  

 

 

 

 

  
私は、施設所有者として下記事項に同意します。  
 
１  当該施設が「ぎふの木づかい施設」に推薦され

ること。  
 
２  認定施設として、岐阜県のホームページ上で公  

表されること。  
     

施設所有者                

 

 



 
 
木づかい施設とし  
てのＰＲポイント  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

施設写真（岐阜県産材の利用状況が分かる写真は必ず貼付すること。別添も可。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付書類＞  

１  木材の納品伝票等、「ぎふ証明材」の使用が確認できる書類     

２  木材使用量及びぎふ証明材使用量の計算書  

※  県産材流通課所管補助事業の場合は、上記１，２とも 補助金額確定通知書（写）に代え

ることができる  

 

写真１  

 

写真２  

 

写真３  

 

写真４  

 

写真５  

 

写真６  

 



（別記様式第２号）  

 

 ぎふの木づかい○○認定証   

  

 

                認定番号 第○○○○号  

 

（施設名称）：             

 

   この（店舗・施設）は、岐阜県産の木材を使用しており、   

岐阜県の健全で豊かな森林づくりに役立っています。  

このことは、県土の保全、豊かな水源地の涵養、地球温  

暖化防止等に貢献しています。            

よってここに「ぎふの木づかい○○」に認定します。  

 

 

この施設に使用された岐阜県産材 ○○○○  

 

この〇〇のＣＯ２貯蔵量 〇〇 .〇ｔ－ＣＯ２  

 

   

年   月  吉日  

岐阜県知事 〇〇 〇〇 印  

 

 



（別記様式第３号）  

 

認定台帳  

 

認定番号  

認定

要件

※ 

地域  認定日  施設名  

 

施設  

管理者  

業   

種  

ぎふ証明

材使用量

(m3) 

住     所  電話番号  

 

                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

           

           

           

※  ・「意匠性・新規性に富んだ PR 効果の高い施設」として認定したもの・・・１  

・「使用木材の 70％以上にぎふ証明材が使用してある施設」として認定してもの・・・２  
・令和５年度以降の認定については、「認定要件」欄は記載しない。  


